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くまもと企業版ふるさと納税対象プロジェクト

平素、弊行に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　この度、「2024年度くまもと企業版ふるさと納税対象プロ
ジェクト集」をご高覧いただき、誠にありがとうございます。
　本プロジェクト集は企業版ふるさと納税制度（※）の活用を
通じた、企業様と熊本県内の地方公共団体様を結ぶことによ
る新たな価値共創を目的に発刊しております。
　2016年の同制度開始以来、企業様の制度活用による寄附
は年々増加してきております。また弊行紹介を通じた寄附も
昨年度は158件224百万円に至りました。制度の認知および利
用が進んできたと感じる一方、私たちが活用提案にお伺いす
る中でまだご存じでない企業様も多いように感じております。
　また、今年度も「新しい民間企業の技術・ノウハウを積極的
に活用したい政策課題や取り組み」を各地方公共団体様に挙
げていただき、本プロジェクト集に掲載しております。掲載団体
数は、昨年度から更に9団体増の40団体に上っており、内容を
更に充実させるとともに情報を絞り込んで掲載しております。
貴社におかれましては当該内容を参考にしていただき、地域課
題解決を通じた地域貢献にご尽力賜れれば幸いに存じます。
　弊行は2025年7月に100周年を迎えますが、今後も持続可能
な地域社会の実現のため、私たち地方銀行が、皆様と地方
公共団体様との「橋渡し」となり、貴社と地域、双方の価値共創
に向け全力で取り組む所存ですので、ご支援とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

笠 原   慶 久

株式会社 肥後銀行
代表取締役頭取

※正式名称：地方創生応援税制
地方自治体が行う地方創生プロジェクトに対し、
企業が寄附を行った場合、寄附額の最大9割の法人
　関係税軽減が受けられる制度

肥後銀行創立100周年記念ロゴマーク
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グループ会社

肥銀リース株式会社

〒862-0949 熊本市中央区国府1丁目20番1号
TEL096-363-6611

リース・貸付業務

肥銀カード株式会社

〒860-0845 熊本市中央区上通町10番1号
TEL096-359-8311

クレジットカード　および信用保証業務

肥銀キャピタル株式会社

〒860-0807 熊本市中央区下通1丁目9番9号
TEL096-311-5922

有価証券の取得・保有・売却　および企業診断業務

九州M&Aアドバイザーズ株式会社

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目19-22 KFG福岡ビル10階
TEL092-400-1007

M&A仲介・FA事業

肥銀ビジネス教育株式会社

〒860-0047 熊本市西区春日1丁目12番3号 KFGビル5階
TEL096-326-1122

教育・研修業務

JR九州FGリース株式会社

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目19番22号
TEL092-481-4816

リース業務

九州みらいインベストメンツ株式会社

〒860-0047 熊本市西区春日1丁目12番3号 KFGビル6階
TEL096-312-9139

投資助言業

肥銀ビジネスサポート株式会社

〒860-0083 熊本市北区大窪1丁目1番26号
TEL096-325-3788

文書等の整理集配送　および物品管理業務

肥銀オフィスビジネス株式会社

〒860-0051 熊本市西区二本木5丁目1番8号
TEL096-326-8698

事務受託業務　有料職業紹介事業

株式会社KSエナジー

〒860-0025 熊本市中央区紺屋町1丁目13番地5 肥後紺屋町ビル6階
TEL096-327-8080

再生可能エネルギーの発電・供給事業

★詳しくはこちら

グループ会社

自社のCO2排出量を算定・可視化!自社のCO2排出量を自社のCO2排出量を自社のCO2排出量を算定・可視化!算定・可視化!算定・可視化!自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO自社のCO222222222222222排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を排出量を算算算算算算算算算算算算算算算定定定定定定定定定定定定定定定・・・・・・・・・・・・・・・可視可視可視可視可視可視可視可視可視可視可視可視可視可視可視化化化化化化化化化化化化化化化!!!!!!!!!!!!!!!

お客さまのCO2排出量算定及び可視化をご支援するZero-Carbon-System、 
通称【炭削くん】を開発しました。エネルギーや電力使用量からCO2排出量の算定が可能です。

肥後銀行グループは地域・お客さまとともに
脱炭素社会の実現に貢献してまいります。
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企業版ふるさと納税とは
令和３年３月内閣府地方創生推進事務局発行 企業版ふるさと納税活用事例集より

企業版ふるさと納税概要

●１回あたり10万円以上の寄附が対象
●寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止
例：×寄附の見返りとして補助金を受け取る　×有利な利率で貸付をしてもらう

●本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象外
※この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します
例：Ａ県Ｂ市に本社が所在する場合は、Ａ県とＢ市への寄附は本制度の対象外

●次の都道府県、市区町村については、本制度の対象外
Ⅰ） 地方交付税の不交付団体である都道府県
Ⅱ） 地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制における地方活力向上地域以外の地域に存する市区町村※
※首都圏整備法で定める既成市街地・近郊整備地帯など

▶税額控除の特例措置の適用期間が令和6年度末まで延長
▶税の軽減効果が、寄附額の最大約6割から最大約9割に
▶地域再生計画の認定後、「寄附の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附の受領が可能に
▶地方創生関係交付金や地方財政措置を伴わない補助金・交付金に加え、併用可能な国の補助金・交付金を拡大
▶地方版総合戦略の抜粋・転記による地域再生計画の申請・認定が可能に

　平成28年度に創設された企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生
プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
　損金算入による軽減効果（寄附額の約3割）と合わせて、令和2年度税制改正により拡充さ
れた税額控除（寄附額の最大6割）により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業
の負担が約1割まで圧縮されます。

例）1,000万円寄附すると、最大約900万円 の法人関係税が軽減

①法人住民税 … 寄附額の4割を税額控除。（法人住民税法人税割額の20％が上限）
②法人税 … 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。

ただし、寄附額の1割を限度。（法人税額の5%が上限）
③法人事業税 … 寄附額の2割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）（ ）

損金算入

約3割
税額控除

最大6割
企業
負担
（約1割）

通常の寄附

寄附額

軽減効果
最大
約9割

企業版ふるさと納税

2020年度に大幅な制度改正がございました！

制度活用にあたっての留意事項

くまもと企業版ふるさと納税対象プロジェクト
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制度の活用イメージ

企業版ふるさと納税（人材派遣型）

●地方公共団体は寄附企業の人材を受け入れること及び当該人材の受入期間を対外的に明らかにすることにより透明性を確保
●寄附企業への経済的利益供与の禁止や、地域再生計画に記載する効果検証の実施に留意　など

　企業版ふるさと納税の仕組みを活用して、専門的知識・ノウハウを有する企業の人材の地方
公共団体等への派遣を促進することを通じて、地方創生のより一層の充実・強化を図るため、
令和２年10月13日に「企業版ふるさと納税（人材派遣型）」を創設しました。

「企業版ふるさと納税（人材派遣型）」とは、企業から企業版ふるさと納税に係る寄附があった年度に、当該企業の人材が、寄附
活用事業に従事する地方公共団体の職員として任用される場合のほか、地域活性化事業を行う団体等であって、寄附活用事
業に関与するものにおいて採用される場合をいいます。

関係人口の創出・拡大も期待できる3

地域再生計画の認定（内閣府）

プロジェクトの
立案・磨き上げ

プロジェクトの実施

ノウハウ等の提供

寄附金の払込み

寄附金の
受領証交付

税の
申告

地方公共
団体

企  業

地方公共
団体

企  業
企業が所在する
地方公共団体
  法人住民税・
  法人事業税 ））
国（法人税）

③税額控除

②人材の派遣

①人件費を含む事業費
　への企業版ふるさと
　納税に係る寄附

（プロジェクトの実施を支援）

基本スキーム

地方公共団体のメリット 企業のメリット

1 専門的知識・ノウハウを有する人材が、
寄附活用事業・プロジェクトに従事す
ることで、地方創生の取組をより一層
充実・強化することができる 2 寄附による金銭的な支援のみならず、事業の

企画・実施に派遣人材が参画し、企業のノウハウ
の活用による地域貢献がしやすくなる

1 派遣した人材の人件費相当額を含む事業費へ
の寄附により、当該経費の最大約9割に相当
する税の軽減を受けることができる

2 実質的に人件費を負担することなく、
人材を受け入れることができる

3 人材育成の機会として活用することができる

活用にあたっての留意事項

地方公共団体 ③税額控除
国（法人税）

くまもと企業版ふるさと納税対象プロジェクト
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肥後銀行からのご案内
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熊本県内に進出予定の企業様へ（熊本県からのご案内）

投資額3億円以上、かつ雇用5人以上
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　本町では、「持続可能なまちづくり」をテー
マにさまざまな事業に取り組んできました。
しかしながら、人口の減少に歯止めがかから
ず、今後のまちづくりを推進するためには関
係人口の増加が重要な課題となっています。
特に、若年層の都市部への人口流出は顕著で
あるため、次世代を担う人材の育成が必要不
可欠となっています。
プログラミングを活
用した教育支援・まち
づくりイベントの開
催などが必要です。





























TEL　096-326-8609
Mail  komu@higobank.co.jp

肥後銀行　地域振興部　公務室
（お問い合わせ）
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